食中毒・感染症等の
予防についての注意事項

○　食事前、トイレの後等は必ず手を洗って下さい。水で洗えない場合は、可能な限りアルコール等で消毒するか、ウェットティッシュ等を利用して下さい。
○　食糧は冷蔵庫で保管するか、冷暗所で適切に保管して下さい。

○　加熱が必要な食品は、しっかり加熱して食べて、調理器具は十分に洗浄・消毒して下さい。洗浄できない場合は、使い捨て食器等を使用して下さい。
　　また、下痢・嘔吐等の症状のある方は、食品を取扱うことはしないで下さい。

○　嘔吐物・糞便は感染源となりますので、トイレの清掃、排泄物の処理は適切に行って下さい。

また、経口感染症のウィルス等の消毒には次亜塩素酸ナトリウム（市販の漂白剤）を使用して下さい。

○　発熱等の症状のある方は、速やかに医師の診察を受けて下さい。咳などの呼吸器症状が有る方は、避難所内では常時マスクを着用して下さい。
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